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社会福祉法人久比岐福祉会 役員報酬規程 

                  (昭和６１年１２月５日規程第２号 ) 

 

（目 的）  

第１条   この規程は、社会福祉法人久比岐福祉会の役員の報酬及び支給方法につい

て必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（報 酬）  

第２条   役員の報酬は、年額次のとおりとする。但し１会計年度に１回以上理事会、

監査会への出席があった者に支給する。 

理事長   １８０，０００円  

理事     ３６，０００円  

監事     ３６，０００円  

 

（報酬の支給） 

第３条 報酬の支給は、毎年度末月とする。ただし、任期満了、辞職、死亡等によ

りその職を離れたとき又は新たに就任した者の報酬は、報酬年額を１２で除し、

就任月数で乗じた額とする。  

  

 

附 則  

この規程は、昭和６１年４月１日より適用する。  

附 則（平成２９年６月２２日規程第４号）  

この規程は、平成２９年６月２２日より適用する。  

附 則（令和６年６月１１日規程第２号）  

この規程は、令和６年７月１日より適用する。  


